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改正 平成２８年 ４月２８日 

改正 平成２９年 ３月２９日 

改正 平成３１年 ４月 １日 

改正 令和 ３年 ４月 １日 

改正 令和 ５年 ４月 １日 

改正 令和 ５年 ９月２４日 

改正 令和 ６年 ４月１０日 

改正 令和 ６年 ８月 １日 

改正 令和 ７年 ４月 １日 

改正 令和 ８年 ３月１１日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立国語研究所組織規程（国語研規程第１号）第１６条の規定に基

づき，国立国語研究所（以下「研究所」という。）の管理部の所掌事務について定めるも

のとする。 

 

（総務課） 

第２条 総務課にその事務を分掌させるため，次の３係を置く。 

（１）総務・企画係 

（２）人事係 

（３）広報・情報係 

２ 総務・企画係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）研究所の事務の総括及び連絡調整（他の所掌に属するものを除く。）に関すること｡ 

（２）運営会議等（他の所掌に属するものを除く。）に関すること｡ 

（３）連絡調整会議及び諸会議（他の所掌に属するものを除く。）に関すること｡ 

（４）諸規程の制定及び改廃に関すること｡ 

（５）中期計画の企画並びに連絡調整に関すること。 



 

 
 

（６）自己点検・評価及び外部評価に関すること。 

（７）儀式その他諸行事（他の所掌に属するものを除く。）に関すること｡ 

（８）公印の制定及び管守に関すること｡ 

（９）文書の接受及び発送に関すること｡ 

（１０）情報公開及び個人情報保護に関すること｡ 

（１１）管理部の職員等の出張計画（他の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

（１２）人間文化研究機構本部との連絡調整及び報告に関すること。 

（１３）その他管理部の他の課及び総務課の他の係に属しない事務に関すること｡ 

３ 人事係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）職員の任免及び懲戒に関すること｡ 

（２）職員の勤務時間管理に関すること。 

（３）職員の給与及び諸手当に関すること｡ 

（４）職員の服務に関すること｡ 

（５）職員の研修に関すること。 

（６）職員の兼業に関すること｡ 

（７）職員の栄典及び表彰に関すること。 

（８）職員の人事記録に関すること。 

（９）職員の衛生管理及び福利厚生，災害補償に関すること。 

（１０）職員証及び各種証明書の発行に関すること。 

（１１）共済組合に関すること。 

（１２）雇用保険及び社会保険に関すること｡ 

（１３）労働関係法令に基づく報告に関すること｡ 

（１４）その他人事に関すること。 

４ 広報・情報係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）広報のための催し物の実施に関すること｡ 

（２）広報のための刊行物・ウェブサイト・その他コンテンツに関すること｡ 

（３）広報室の運営に関すること。 

（４）情報システム・ネットワークの維持・管理に関すること。 

（５）情報セキュリティ対策に関すること。 

（６）情報基盤室の運営に関すること。 

（７）その他広報及び情報システム・セキュリティ（他の所掌に属するものを除く）に

関すること。 

 

（財務課） 

第３条 財務課にその事務を分掌させるため，次の２係を置く。 

（１）財務・経理係 

（２）契約係 

２ 財務・経理係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）財務会計事務の総括及び連絡調整に関すること｡ 



 

 
 

（２）財務会計の諸規則に関すること。 

（３）決算に関すること。 

（４）債権管理に関すること。 

（５）収入及び支出に関すること。 

（６）給与・謝金の支払いに関すること。 

（７）旅費の支給に関すること。 

（８）財務会計の監査に関すること｡ 

（９）その他，財務及び経理に関する事務で他の係に属しない事項に関すること｡ 

３ 契約係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）売買，賃貸，その他の契約（他の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

（２）資産の管理，借入及び処分に関すること。 

（３）寄付物品の受入に関すること。 

（４）職員の宿舎に関すること。 

（５）研究所内の警備及び防災に関すること。 

（６）施設設備の維持・管理及び保全に関すること。 

（７）ＩＤカードの作成に関すること。 

（８）その他契約，資産管理に関すること。 

 

（研究推進課） 

第４条 研究推進課にその事務を分掌させるため，次の３グループを置く。 

（１）研究推進グループ 

（２）情報発信・資料グループ（センター支援グループ） 

（３）研究図書グループ 

２ 研究推進グループにおいては，次の事務をつかさどる。 

（１）研究推進業務の総括及び連絡調整に関すること｡ 

（２）共同研究プロジェクトの実施に関すること｡ 

（３）研究所が行う研究業務の広報に関すること。 

（４）各種研究員の受入れ及び派遣に関すること｡ 

（５）外部資金の受入れ手続き及び経理報告に関すること｡ 

（６）企業等との共同研究及び受託研究に関すること。 

（７）研究機関等との学術交流協定等に関すること。 

（８）知的財産（他の所掌に属するものを除く。）に関すること｡ 

（９）大学院等の教育協力に関すること｡ 

（１０）総合研究大学院大学に関すること。 

（１１）研究系・センターに所属する職員等の出張計画（他の所掌に属するものを除く。）

に関すること｡ 

（１２）その他研究推進に関する事務で他のグループに属しない事項に関すること｡ 

３ 情報発信・資料グループ（センター支援グループ）においては，次の事務をつかさど

る。 



 

 
 

（１）各センターの業務（他の所掌に属するものを除く。）及び連絡調整に関すること｡ 

（２）文献情報の電子化・発信に関すること。 

（３）研究成果等の発信に関すること｡ 

（４）研究所が行う研究成果の還元，普及に関すること。 

（５）内外研究資料の調査収集・発信等に関すること。 

（６）研究資料（研究資料室等）の整備・保存等に関すること。 

（７）研究資源の共有化に関すること。 

（８）その他情報発信・資料に関すること。 

４ 研究図書グループにおいては，次の事務をつかさどる。 

（１）研究図書室資料の購入に関すること｡ 

（２）研究図書室資料の分類及び配架に関すること｡ 

（３）研究図書室資料の目録作成に関すること。 

（４）レファレンス・サービスに関すること。 

（５）研究図書室資料の相互利用（ＩＬＬ），閲覧，その他利用に関すること。 

（６）研究図書室の予算，決算その他会計に関すること。 

（７）その他研究図書室に関すること。 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年１０月２０日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２４年４月２０日から施行し，平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２６年４月３日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年４月２８日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 



 

 
 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和６年４月１０日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 


